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ニ その他必要な指導及び助言

なお、イについては、連携指定訪問看護事業所の利用者に関

しては、指定訪問看護の提供時に把握した利用者の心身の状況

について情報共有を図ることで足りるほか、連携指定訪問看護

事業所の利用者以外に関しても、連携指定訪問看護事業所の職

員が必ず行わなければならないものではなく、連携型指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のオペレーターとして従

事する保健師、看護師又は准看護師や、当該連携型指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者が実施する他の事業に従事

する保健師、看護師又は准看護師により実施することも差し支

えない。この場合において、当該アセスメント及びモニタリン

グの結果については連携訪問看護事業所に情報提供を行わなけ

ればならないこと（連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者が実施する他の事業に従事する者が行う場合の取扱

いについては、４の⒃の③も併せて参照すること。）。

③ 一の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、一体

型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と連携型指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を併せて行うことは

差し支えない。この場合において、次の点に留意されたい。

イ 当該事業所における指定申請は複数必要とはならないこと

ロ 人員及び設備基準については、一体型指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護に係る当該基準を満たすことで、いずれ

の事業の基準も満たすこと

ハ 利用者に対し十分に説明を行った上で、いずれの事業によ

るサービス提供を受けるか選択させること

一 夜間対応型訪問介護 二 夜間対応型訪問介護

１ 基本方針 １ 基本方針

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 指定夜間対応型訪問介護（基準第五条） ⑵ 指定夜間対応型訪問介護（基準第五条）

①～③ （略） ①～③ （略）

④ 指定夜間対応型訪問介護事業所が指定訪問介護事業所の指定 ④ 指定夜間対応型訪問介護事業所が指定訪問介護事業所又は指

を併せて受けることは差し支えない。 定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定を併せて受

⑤ オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内におお けることは差し支えない。

むね利用者三百人につき一か所設置しなければならないとされ

ていることから、利用者数がこれを超えることになる場合には、
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さらにオペレーションセンターを設置する必要がある。

⑥～⑦ （略） ⑤～⑥ （略）

２ 人員に関する基準 ２ 人員に関する基準

⑴ 訪問介護員等の員数（基準第六条） ⑴ 訪問介護員等の員数（基準第六条）

① オペレーションセンター従業者 ① オペレーションセンター従業者

イ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他の厚生労働大 イ オペレーターは、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准

臣が定める者をもって充てなければならないとされているが、 看護師、社会福祉士又は介護支援専門員でなければならない。

厚生労働大臣が定める者とは、看護師、介護福祉士のほか、 ただし、当該オペレーターがオペレーターとして勤務する時

医師、保健師、社会福祉士、准看護師及び介護支援専門員と 間以外の時間帯において、当該オペレーターとの緊密な連携

している。 を確保することにより、利用者からの通報に適切に対応でき

ると認められる場合は、サービス提供責任者として三年以上

従事した者をオペレーターとして充てることができることと

している。この場合、「三年以上従事」とは単なる介護等の

業務に従事した期間を含まず、サービス提供責任者として任

用されていた期間を通算したものであること。

ロ オペレーターは、提供時間帯を通じて一以上配置している

必要があるが、指定夜間対応型訪問介護事業所に常駐してい

る必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行

し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することも

差し支えない。

ロ 利用者の処遇に支障がない場合は、オペレーターは、利用 ハ オペレーターは、原則として利用者からの通報を受ける業

者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することがで 務に専従する必要があるが、利用者の処遇に支障がない場合

きることとしているが、これは、例えば、市町村が地域支援 は、定期巡回サービス及び同一敷地内の指定訪問介護事業所

事業の任意事業において、家庭内の事故等による通報に、夜 並びに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務

間を含めた三六五日二四時間の随時対応ができる体制を整備 に従事することができること。なお、オペレーターが、定期

する事業を行っている場合、その通報を受信するセンターと 巡回サービスに従事している等、利用者の居宅において日常

指定夜間対応型訪問介護のオペレーションセンターの共用が 生活上の世話を行っているときであっても、当該オペレータ

可能であり、オペレーターは、この市町村が行う事業の受信 ーが利用者からの通報を受け付けることのできる体制を確保

センター職員が行う業務に従事することができるということ している場合は、当該時間帯におけるオペレーターの配置要

である。 件も同時に満たすものであること。また、オペレーターは、

利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事すること

ができることとしているが、これは、例えば、市町村が地域

支援事業の任意事業において、家庭内の事故等による通報に、

夜間を含めた三百六十五日二十四時間の随時対応ができる体

制を整備する事業を行っている場合、その通報を受信するセ
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ンターと指定夜間対応型訪問介護のオペレーションセンター

の共用が可能であり、オペレーターは、この市町村が行う事

業の受信センター職員が行う業務に従事することができると

いうことである。

ハ オペレーターは、利用者からの通報を受け、訪問の要否等 ニ オペレーターは、利用者からの通報を受け、訪問の要否等

の必要性を判断する能力が求められることから、看護師、介 の必要性を判断する能力が求められることから、看護師、介

護福祉士等の資格を有する者としたものであるが、オペレー 護福祉士等の資格を有する者としたものであるが、オペレー

ションセンターを設置しない場合にあっては、オペレーター ションセンターを設置しない場合にあっては、オペレーター

は、訪問介護員等の資格を有する者で差し支えない。なお、 は、訪問介護員等の資格を有する者で差し支えない。なお、

オペレーターを特別養護老人ホーム等の夜勤職員に行わせる オペレーターを特別養護老人ホーム等の夜勤職員に行わせる

ことは認められない。 ことは認められない（当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せ

て受け、同一の事業所において一体的に事業を実施している

場合であって、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所が基準第三条の四第五項の適用を受ける場合を除く。）。

ニ （略） ホ （略）

② 訪問介護員等 ② 訪問介護員等

イ～ロ （略） イ～ロ （略）

ハ 定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行う訪問介護員 ハ 定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行う訪問介護員

等とは、介護福祉士又は訪問介護員であり、基本的には看護師 等の業務は、基本的には看護師が行うことはできないが、「介

が行うことはできないが、「介護員養成研修の取扱細則につい 護員養成研修の取扱細則について」（平成十八年六月二十日

て」（平成十八年六月二十日老振発第○六二○○○一号厚生労 老振発第○六二○○○一号厚生労働省老健局振興課長通知）

働省老健局振興課長通知）の取扱いのとおり、訪問介護員の養 の取扱いのとおり、介護員養成研修の実施主体である各都道

成研修の実施主体である各都道府県の判断により、看護師の資 府県の判断により、看護師の資格を有していることをもって

格を有していることをもって訪問介護員として認める取扱いと 訪問介護員等として認める取扱いとしても差し支えない。な

しても差し支えない。なお、看護師の資格を有する者を訪問介 お、看護師の資格を有する者を訪問介護員等として雇用する

護員として雇用する場合は、訪問介護員として雇用されるので 場合は、訪問介護員等として雇用されるのであって、保健師

あって、保健師助産師看護師法に規定されている診療の補助及 助産師看護師法に規定されている診療の補助及び療養上の世

び療養上の世話の業務を行うものではないこと。 話の業務（社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく、自

らの事業又はその一環として、たんの吸引等の業務を行うた

めの登録を受けている事業所において実施されるたんの吸引

等の業務を除く。）を行うものではないこと。

⑵ 管理者（基準第七条） ⑵ 管理者（基準第七条）

指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。た 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。た
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だし、当該指定夜間対応型訪問介護事業所のオペレーションセン だし、当該指定夜間対応型訪問介護事業所のオペレーションセン

ター従業者又は訪問介護員等としての職務に従事する場合であっ ター従業者又は訪問介護員等としての職務に従事する場合であっ

て、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ね て、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ね

ることができるものとする。また、日中のオペレーションセンタ ることができるものとする。また、日中のオペレーションセンタ

ーサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者の指定 ーサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者の指定

を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所 を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所

の職務に従事することができるものとする。なお、管理者はオペ の職務に従事することができるものとし、指定定期巡回・随時対

レーションセンター従業者又は訪問介護員等である必要はないも 応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受けて、一体的に運営す

のとする。 るときは、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障が

ないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。

① 当該指定夜間対応型訪問介護事業者が指定訪問介護事業者、

指定訪問看護事業者又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者の指定を併せて受け、同一の事業所においてそれぞれ

の事業が一体的に運営されている場合の、当該指定訪問介護事

業所、指定訪問看護事業所又は指定定期巡回・随時訪問型訪問

介護看護事業所の職務に従事する場合

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事

業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、

施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従

事者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施

設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数

が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設

において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼

務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただ

し、施設等における勤務時間が極めて限られている職員である

場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し

支えない。）

なお、管理者はオペレーションセンター従業者又は訪問介護員

等である必要はないものとする。

３ 設備等に関する基準（基準第八条） ３ 設備等に関する基準（基準第八条）

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

⑷ オペレーションセンターの通信機器は利用者の心身の状況等の ⑷ 利用者からの通報を受け付けるための機器については、必ずし

情報を蓄積し、利用者からの通報を受信した際に瞬時にそれらの も当該オペレーションセンターに設置され固定されている必要は

情報が把握できるものでなければならないことから、単に一般の なく、地域を巡回するオペレーターが携帯することもできること。

家庭用電話や携帯電話だけでは認められないものである。 また、利用者の心身の状況等の情報を蓄積し、利用者からの通報
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を受信した際に瞬時にそれらの情報が把握できるものでなければ

ならないが、通報を受信する機器と、利用者の心身の情報を蓄積

する機器は同一の機器でなくても差し支えないこと。したがって、

通報を受け付ける機器としては、一般の携帯電話等であっても差

し支えないこと。

⑸ 利用者の心身の状況等の情報を蓄積する機器等については、事

業所・事業者内のネットワークや情報セキュリティに十分に配慮

した上で、インターネットを利用したクラウドコンピューティン

グ等の技術を活用し、オペレーターが所有する端末から常時利用

者の情報にアクセスできる体制が確保されていれば、必ずしも当

該事業所において機器等を保有する必要はない。また、常時利用

者の情報にアクセスできる体制とは、こうした情報通信技術の活

用のみに限らず、例えば、オペレーターが所有する紙媒体での利

用者のケース記録等が、日々の申し送り等により随時更新され当

該事業所において一元的に管理されていること等も含まれるもの

である。

⑸ 利用者に配布するケアコール端末は、利用者が援助を必要とす ⑹ 利用者に配布するケアコール端末は、利用者が援助を必要とす

る状態となったときにボタンを押すなどにより、簡単にオペレー る状態となったときにボタンを押すなどにより、簡単にオペレー

ションセンターに通報できるものでなければならず、単なる一般 ターに通報できるものでなければならない。ただし、利用者の心

の家庭用電話や携帯電話だけでは認められないものである。 身の状況によって、一般の家庭用電話や携帯電話でも随時の通報

を適切に行うことが可能と認められる場合は、利用者に対し携帯

電話等を配布すること又はケアコール端末を配布せず、利用者所

有の家庭用電話や携帯電話により随時の通報を行わせることも差

し支えないものである。

⑺ 利用者に配布するケアコール端末等については、オペレーター

に対する発信機能のみならず、オペレーターからの通報を受診す

る機能を有するものや、テレビ電話等の利用者とオペレーターが

画面上でお互いの状況を確認し合いながら対話できるもの等を活

用し、利用者が安心して在宅生活を送ることに資するものである

ことが望ましい。

⑹ オペレーションセンターを設置しない場合にあっても、オペレ ⑻ オペレーションセンターを設置しない場合にあっても、オペレ

ーションセンターにおける通信機器に相当するもの及び利用者に ーションセンターにおける通信機器に相当するもの及び利用者に

配布するケアコール端末は必要となるものである。 配布するケアコール端末は必要となるものである。

⑼ 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者の指定を併せて受け、同一の事業所においてこ
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れらの事業が一体的に運営されている場合は、オペレーションサ

ービスの提供に必要となる設備を双方の事業で共用することがで

きるものである。

４ 運営に関する基準 ４ 運営に関する基準

⑴ 内容及び手続の説明及び同意

① 基準第九条は、指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に

対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供するため、その提供

の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、

当該指定夜間対応型訪問介護事業所の運営規程の概要、夜間対

応型訪問介護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理

の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要

事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を

交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定夜間対応

型訪問介護の提供を受けることにつき同意を得なければならな

いこととしたものである。なお、当該同意については、利用者

及び指定夜間対応型訪問介護事業者双方の保護の立場から書面

によって確認することが望ましいものである。

② 特にオペレーションセンターを設置しない指定夜間対応型訪

問介護事業者は、オペレーションセンターを設置しない場合の

オペレーションサービスの実施方法について十分な説明を行わ

なければならないこと。また、随時訪問サービスを他の指定訪

問介護事業所の訪問介護員に行わせる場合については、その旨

について十分な説明を行わなければならないこと。

⑵ 提供拒否の禁止

基準第十条は、指定夜間対応型訪問介護事業者は、原則として、

利用申込に対しては応じなければならないことを規定したもので

あり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒

否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当

な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応

じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事

業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な

指定夜間対応型訪問介護を提供することが困難な場合である。

⑶ サービス提供困難時の対応

指定夜間対応型訪問介護事業者は、基準第十条の正当な理由に

より、利用申込者に対し自ら適切な指定夜間対応型訪問介護を提



- 40 -

供することが困難であると認めた場合には、基準第十一条の規定

により、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適

当な他の指定夜間対応型訪問介護事業者等の紹介その他の必要な

措置を速やかに講じなければならないものである。

⑷ 受給資格等の確認

① 基準第十二条第一項は、指定夜間対応型訪問介護の利用に係

る費用につき保険給付を受けることができるのは、要介護認定

を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指

定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護の提

供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保

険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確か

めなければならないこととしたものである。

② 同条第二項は、利用者の被保険者証に、指定地域密着型サー

ビスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき

事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指定夜間

対応型訪問介護事業者は、これに配慮して指定夜間対応型訪問

介護を提供するように努めるべきことを規定したものである。

⑸ 要介護認定の申請に係る援助

① 基準第十三条第一項は、要介護認定の申請がなされていれば、

要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、指定夜間対応型

訪問介護の利用に係る費用が保険給付の対象となり得ることを

踏まえ、指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用申込者が要介

護認定を受けていないことを確認した場合には、要介護認定の

申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われてい

ない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行わなければならないこととし

たものである。

② 同条第二項は、要介護認定の有効期間が原則として六か月ご

とに終了し、継続して保険給付を受けるためには要介護更新認

定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から三十日

以内に行われることとされていることを踏まえ、指定夜間対応

型訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービス

を含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必

要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該

利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三十日前
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にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないことと

したものである。

⑹ 居宅介護支援事業者等との連携

基準第十五条第一項は、指定夜間対応型訪問介護の随時訪問サ

ービスは、利用者からの通報により随時に提供されるサービスで

あることから、給付管理を行う居宅介護支援事業者とは連携を密

にしておかなければならないこととしたものである。また、指定

夜間対応型訪問介護は、医療面からの対応が必要とされる場合が

あることから、医療面からの対応が円滑に行われるよう、常に保

健医療サービスを提供する者との連携の確保に努めなければなら

ないこととしたものである。

⑺ 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

基準第十六条は、介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第

三十六号。以下「施行規則」という。）第六十五条の四第一項第

一号イ又はロに該当する利用者は、指定夜間対応型訪問介護の提

供を法定代理受領サービスとして受けることができることを踏ま

え、指定夜間対応型訪問介護事業者は、同項第一号イ又はロにも

該当しない利用申込者又はその家族に対し、指定夜間対応型訪問

介護の提供を法定代理受領サービスとして受けるための要件の説

明、居宅介護支援事業者に関する情報提供その他の法定代理受領

サービスを行うために必要な援助を行わなければならないことと

したものである。

⑻ 居宅サービス計画等の変更の援助

基準第十八条は、指定夜間対応型訪問介護を法定代理受領サー

ビスとして提供するためには当該指定夜間対応型訪問介護が居宅

サービス計画に位置付けられている必要があることを踏まえ、指

定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変

更を希望する場合（利用者の状態の変化等により追加的なサービ

スが必要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行

う等のために居宅サービス計画の変更が必要となった場合で、指

定夜間対応型訪問介護事業者からの当該変更の必要性の説明に対

し利用者が同意する場合を含む。）は、当該利用者に係る居宅介

護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービス

を法定代理受領サービスとして利用する場合には支給限度額の範

囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他の
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必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

⑼ 身分を証する書類の携行

基準第十九条は、利用者が安心して指定夜間対応型訪問介護の

提供を受けられるよう、指定夜間対応型訪問介護事業者は、当該

指定夜間対応型訪問介護事業所の夜間対応型訪問介護従業者に身

分を明らかにする証書や名札等を携行させ、面接時、初回訪問時

及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべ

き旨を指導しなければならないこととしたものである。この証書

等には、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の名称、当該夜間対

応型訪問介護従業者の氏名を記載するものとし、当該夜間対応型

訪問介護従業者の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。

⑽ サービスの提供の記録

① 基準第二十条第一項は、利用者及びサービス事業者が、その

時点での支給限度額の残額やサービスの利用状況を把握できる

ようにするために、指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜

間対応型訪問介護を提供した際には、当該指定夜間対応型訪問

介護の提供日、内容（例えば定期巡回サービス及び随時訪問サ

ービスの別）、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居

宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければ

ならないこととしたものである。

② 同条第二項は、当該指定夜間対応型訪問介護の提供日、提供

した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要

な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等

を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付

その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しな

ければならないこととしたものである。また、「その他適切な

方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなど

の方法である。なお、提供した具体的なサービスの内容等の記

録は、基準第四十条第二項の規定に基づき、二年間保存しなけ

ればならない。

⑾ 利用料等の受領

① 基準第二十一条第一項は、指定夜間対応型訪問介護事業者は、

法定代理受領サービスとして提供される指定夜間対応型訪問介

護についての利用者負担として、地域密着型介護サービス費用

基準額の一割（法第五十条又は第六十九条第三項の規定の適用
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により保険給付の率が九割でない場合については、それに応じ

た割合）の支払を受けなければならないことを規定したもので

ある。

② 基準第二十一条第二項は、利用者間の公平及び利用者の保護

の観点から、法定代理受領サービスでない指定夜間対応型訪問

介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額

と、法定代理受領サービスである指定夜間対応型訪問介護に係

る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不

合理な差額を設けてはならないこととしたものである。なお、

そもそも介護保険給付の対象となる指定夜間対応型訪問介護の

サービスと明確に区分されるサービスについては、次のような

方法により別の料金設定をして差し支えない。

イ 利用者に、当該事業が指定夜間対応型訪問介護の事業とは

別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならな

いサービスであることを説明し、理解を得ること。

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定夜間対応型

訪問介護事業所の運営規程とは別に定められていること。

ハ 会計が指定夜間対応型訪問介護の事業の会計と区分されて

いること。

③ 同条第三項は、指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間

対応型訪問介護の提供に関して、前２項の利用料のほかに、利

用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅にお

いて指定夜間対応型訪問介護を行う場合の交通費（移動に要す

る実費）の支払を利用者から受けることができることとし、保

険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあい

まいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととし

たものである。

④ 同条第四項は、指定夜間対応型訪問介護事業者は、前項の交

通費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を

得なければならないこととしたものである。

⑤ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、同条第一項から第三項ま

での利用料等を徴収することは認められるが、利用者へ配布す

るケアコール端末に係る設置料、リース料、保守料等の費用の

徴収は認められないものである。なお、利用者宅から事業所へ
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の通報に係る通信料（電話料金）については、利用者が負担す

べきものである。

⑿ 保険給付の請求のための証明書の交付

基準第二十二条は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を

容易に行えるよう、指定夜間対応型訪問介護事業者は、法定代理

受領サービスでない指定夜間対応型訪問介護に係る利用料の支払

を受けた場合は、提供した指定夜間対応型訪問介護の内容、費用

の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる事

項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなけれ

ばならないこととしたものである。

⒀ 指定夜間対応型訪問介護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針 ⑴ 指定夜間対応型訪問介護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針

基準第二十三条及び第二十四条にいう指定夜間対応型訪問介護 基準第九条及び第十条にいう指定夜間対応型訪問介護の取扱方

の取扱方針について、特に留意すべきことは、次のとおりである。 針について、特に留意すべきことは、次のとおりである。

①～③ （略） ①～③ （略）

④ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者からの連絡内容や ④ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者からの連絡内容や

心身の状況によっては、指定夜間対応型訪問介護ではなく、医 心身の状況によっては、指定夜間対応型訪問介護ではなく、医

療面からの対応が必要とされる場合があることから、常に指定 療面からの対応が必要とされる場合があることから、常に指定

訪問介護ステーション等の保健医療サービスを提供する者との 訪問看護ステーション等の保健医療サービスを提供する者との

連携を確保しておくこと。 連携を確保しておくこと。

⑤ （略） ⑤ （略）

⒁ 夜間対応型訪問介護計画の作成 ⑵ 夜間対応型訪問介護計画の作成

① 基準第二十五条第一項は、オペレーションセンター従業者（オ ① 基準第十一条第一項は、オペレーションセンター従業者（オ

ペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護 ペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護

員等。以下同じ。）は、夜間対応型訪問介護計画を作成しなけ 員等。以下同じ。）は、夜間対応型訪問介護計画を作成しなけ

ればならないこととしたものである。夜間対応型訪問介護計画 ればならないこととしたものである。夜間対応型訪問介護計画

の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、夜間対応 の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、夜間対応

型訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし（ア 型訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし（ア

セスメント）、これに基づき、定期巡回サービス及び随時訪問 セスメント）、これに基づき、定期巡回サービス及び随時訪問

サービスの援助の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護 サービスの援助の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護

員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、 員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、

所要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、夜間対応 所要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、夜間対応

型訪問介護計画の様式については、各事業所ごとに定めるもの 型訪問介護計画の様式については、各事業所ごとに定めるもの

で差し支えない。 で差し支えない。

② 同条第二項は、夜間対応型訪問介護計画は、居宅サービス計 ② 同条第二項は、夜間対応型訪問介護計画は、居宅サービス計

画（法第八条第二十一項に規定する居宅サービス計画をいう。 画に沿って作成されなければならないこととしたものである。
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以下同じ。）に沿って作成されなければならないこととしたも なお、夜間対応型訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が

のである。なお、夜間対応型訪問介護計画の作成後に居宅サー 作成された場合は、当該夜間対応型訪問介護計画が居宅サービ

ビス計画が作成された場合は、当該夜間対応型訪問介護計画が ス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するも

居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて のとする。

変更するものとする。

③ 基準第二十五条第三項は、夜間対応型訪問介護計画は、利用 ③ 同条第三項は、夜間対応型訪問介護計画は、利用者の日常生

者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成されなければ 活全般の状況及び希望を踏まえて作成されなければならないも

ならないものであり、その内容について説明を行った上で利用 のであり、その内容について説明を行った上で利用者の同意を

者の同意を得ることを義務付けることにより、サービス内容等 得ることを義務付けることにより、サービス内容等への利用者

への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。 の意向の反映の機会を保障しようとするものである。したがっ

したがって、オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪 て、オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計

問介護計画の目標や内容等については、利用者又はその家族に、 画の目標や内容等については、利用者又はその家族に、理解し

理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価 やすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価につい

についても説明を行うものとする。 ても説明を行うものとする。

④ 同条第四項は、夜間対応型訪問介護計画を作成した際には、 ④ 同条第四項は、夜間対応型訪問介護計画を作成した際には、

遅滞なく利用者に交付しなければならないこととしたものであ 遅滞なく利用者に交付しなければならないこととしたものであ

る。なお、夜間対応型訪問介護計画は、基準第四十条第二項の る。なお、夜間対応型訪問介護計画は、基準第十七条第二項の

規定に基づき、二年間保存しなければならない。 規定に基づき、二年間保存しなければならない。

⑤ （略） ⑤ （略）

⒂ 利用者に関する市町村への通知

基準第二十七条は、偽りその他不正な行為によって保険給付を

受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により、要

介護状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした者につ

いては、市町村が、法第二十二条第一項に基づく既に支払った保

険給付の徴収又は法第六十四条に基づく保険給付の制限を行うこ

とができることにかんがみ、指定夜間対応型訪問介護事業者が、

その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知し

なければならない事由を列記したものである。

⒃ 緊急時等の対応 ⑶ 緊急時等の対応

基準第二十八条は、訪問介護員等が現に指定夜間対応型訪問介 基準第十二条は、訪問介護員等が現に指定夜間対応型訪問介護

護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合そ の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その

の他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基 他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づ

づき速やかに主治の医師（以下「主治医」という。）への連絡を き速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければ

行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものであ ならないこととしたものである。

る。



- 46 -

⒄ 管理者等の責務 ⑷ 管理者等の責務

基準第二十九条は、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者と 基準第十三条は、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者とオ

オペレーションセンター従業者の役割分担について規定したもの ペレーションセンター従業者の役割分担について規定したもので

であり、管理者は、従業者及び業務の一元的管理並びに従業者に あり、管理者は、従業者及び業務の一元的管理並びに従業者に基

基準第二章第四節（運営に関する基準）を遵守させるための指揮 準第二章第四節（運営に関する基準）を遵守させるための指揮命

命令を、オペレーションセンター従業者は、オペレーションセン 令を、オペレーションセンター従業者は、オペレーションセンタ

ターサービスのほか、指定夜間対応型訪問介護の利用の申込みに ーサービスのほか、指定夜間対応型訪問介護の利用の申込みに係

係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管

管理を行うものである。 理を行うものである。

⒅ 運営規程 ⑸ 運営規程

基準第三十条は、指定夜間対応型訪問介護の事業の適正な運営 基準第十四条は、指定夜間対応型訪問介護の事業の適正な運営

及び利用者に対する適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保 及び利用者に対する適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保

するため、同条第一号から第八号までに掲げる事項を内容とする するため、同条第一号から第八号までに掲げる事項を内容とする

規程を定めることを指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに義務づ 規程を定めることを指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに義務づ

けたものであるが、特に次の点に留意するものとする。なお、同 けたものであるが、同条第四号の「指定夜間対応型訪問介護の内

一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種 容」とは、オペレーションセンターサービス、定期巡回サービス

類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合 及び随時訪問サービスの内容を指すものであることに留意するも

においては、運営規程を一体的に作成することも差し支えない（こ のとする。

の点については他のサービス種類についても同様とする。）。

① 指定夜間対応型訪問介護の内容（第四号）

「指定夜間対応型訪問介護の内容」とは、オペレーションセ

ンターサービス、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内

容を指すものであること。

② 利用料その他の費用の額（第四号）

「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定夜間

対応型訪問介護に係る利用料（一割負担）及び法定代理受領サ

ービスでない指定夜間対応型訪問介護の利用料を、「その他の

費用の額」としては、基準第二十一条第三項により徴収が認め

られている交通費の額及び必要に応じてその他のサービスに係

る費用の額を規定するものであること(以下、他のサービス種類

についても同趣旨)。

③ 通常の事業の実施地域（第五号）

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるも

のとすること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込に係

る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービス
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が行われることを妨げるものではないものであること。また、

通常の事業の実施地域ついては、事業者が任意に定めるもので

あるが、指定地域密着型サービスである指定夜間対応型訪問介

護については、市町村が定める日常生活圏域内は、少なくとも

通常の事業の実施地域に含めることが適当であること。さらに、

事業所所在地の市町村の同意を得て事業所所在地以外の他の市

町村から指定を受けた場合には、当該他の市町村の一部の日常

生活圏域を事業の実施地域の範囲に加えることもあること。(基

準第五十四条第六号及び第八十一条第六号についても同趣旨)。

⒆ 勤務体制の確保等 ⑹ 勤務体制の確保等

基準第三十一条は、利用者に対する適切な指定夜間対応型訪問 基準第十五条は、利用者に対する適切な指定夜間対応型訪問介

介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定した 護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したも

ものであるが、次の点に留意する必要がある。 のであるが、次の点に留意する必要がある。

① （略） ① （略）

② 同条第二項は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介 ② 同条第二項本文は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪

護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供 問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを

するべきことを規定したものであるが、指定夜間対応型訪問介 提供するべきことを規定したものであるが、指定夜間対応型訪

護事業所の訪問介護員等とは、雇用契約その他の契約により、 問介護事業所の訪問介護員等とは、雇用契約、労働者派遣法に

当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指すも 規定する労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管

のであること。ただし、随時訪問サービスについては、他の指 理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指すものであること。

定訪問介護事業所との連携を図ることにより指定夜間対応型訪 なお、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、同法施行

問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であ 規則第一条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行為を業

って、利用者の処遇に支障がないときは、他の指定訪問介護事 として行う訪問介護員等については、労働者派遣法に基づく派

業所の訪問介護員等に行わせることができるものであり、他の 遣労働者（同法に規定する紹介予定派遣又は同法第四十条の二

指定訪問介護事業所の訪問介護員等に行わせることができる場 第一項第三号又は第四号に該当する場合を除く。）であっては

合としては、利用者が昼間に利用している指定訪問介護事業所 ならないこと。

の訪問介護員等に行わせる場合などが想定される。この場合、

オペレーションセンターサービスを行っている指定夜間対応型

訪問介護事業所が随時訪問サービスの出来高部分も含めて介護

報酬を請求し、その介護報酬の中から他の指定訪問介護事業所

に随時訪問サービスに係る委託料を支払うことになるものであ

る。なお、定期巡回サービスは他の指定訪問介護事業所に委託

することはできないものである。

③ 同条第二項但書は、随時訪問サービスについては、他の指定

訪問介護事業所との連携を図ることにより指定夜間対応型訪問
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介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て、利用者の処遇に支障がないときは、他の指定訪問介護事業

所の訪問介護員等に行わせることができるものであり、他の指

定訪問介護事業所の訪問介護員等に行わせることができる場合

としては、利用者が昼間に利用している指定訪問介護事業所の

訪問介護員等に行わせる場合などが想定される。この場合、オ

ペレーションセンターサービスを行っている指定夜間対応型訪

問介護事業所が随時訪問サービスの出来高部分も含めて介護報

酬を請求し、その介護報酬の中から他の指定訪問介護事業所に

随時訪問サービスに係る委託料を支払うことになるものである。

なお、定期巡回サービスは他の指定訪問介護事業所に委託する

ことはできないものであること。

④ 同条第三項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事

業を一体的に行う指定夜間対応型訪問介護事業所については、

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部が基

準第三条の三十第二項の規定に基づき他の指定訪問介護事業所

又は指定夜間対応型訪問介護事業所に委託されている場合に限

り、市町村長が認める範囲内において、定期巡回サービス、オ

ペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスの事業の

一部を当該他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介

護事業所に委託できることとしたものである。なお、この場合

の取扱いについては指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護と

同様とするので、第三の一の４の(21)の③を参照されたい。

③ 同条第三項は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者 ⑤ 同条第四項は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者

たる訪問介護員等の質の向上を図るため、研修機関が実施する たる訪問介護員等の質の向上を図るため、研修機関が実施する

研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保する 研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保する

こととしたものであること。特に、訪問介護員等のうち、三級 こととしたものであること。

課程の研修を修了した者については、できる限り早期に二級課

程の研修若しくは介護職員基礎研修を受講させ、又は介護福祉

士の資格を取得させるよう努めなければならないこと。

⒇ 衛生管理等

基準第三十二条は、指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介

護員等の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定夜間対応型訪

問介護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきこと

を規定したものである。特に、指定夜間対応型訪問介護事業者は、
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訪問介護員等が感染源となることを予防し、また訪問介護員等を

感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するため

の備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。

(21) 秘密保持等

① 基準第三十四条第一項は、指定夜間対応型訪問介護事業所の

オペレーションセンター従業者、訪問介護員等その他の従業者

に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義

務づけたものである。

② 同条第二項は、指定夜間対応型訪問介護事業者に対して、過

去に当該指定夜間対応型訪問介護事業所のオペレーションセン

ター従業者、訪問介護員等その他の従業者であった者が、その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがない

よう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的に

は、指定夜間対応型訪問介護事業者は、当該指定夜間対応型訪

問介護事業所のオペレーションセンター従業者、訪問介護員等

その他の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの

秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例え

ば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずべきこととす

るものである。

③ 同条第三項は、オペレーションセンター従業者又は訪問介護

員等がサービス担当者会議等において、課題分析情報等を通じ

て利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介

護支援専門員や他のサービスの担当者と共有するためには、指

定夜間対応型訪問介護事業者は、あらかじめ、文書により利用

者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したもの

であるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその

家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。

(22) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

基準第三十六条は、居宅介護支援の公正中立性を確保するため

に、指定夜間対応型訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又は

その従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービス

を利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供

与してはならないこととしたものである。

(23) 苦情処理

① 基準第三十七条第一項にいう「必要な措置」とは、具体的に
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は、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における

苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、

利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦

情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事

業所に掲示すること等である。

② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定

夜間対応型訪問介護事業者が組織として迅速かつ適切に対応す

るため、当該苦情（指定夜間対応型訪問介護事業者が提供した

サービスとは関係のないものを除く。）の受付日、その内容等

を記録することを義務づけたものである。また、指定夜間対応

型訪問介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での

重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サー

ビスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。なお、基

準第四十条第二項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、二

年間保存しなければならない。

③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行う

ことが位置付けられている国民健康保険団体連合会のみならず、

住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、

サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町

村についても国民健康保険団体連合会と同様に、指定夜間対応

型訪問介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行

えることを運営基準上、明確にしたものである。

(24) 事故発生時の対応

基準第三十八条は、利用者が安心して指定夜間対応型訪問介護

の提供を受けられるよう事故発生時の速やかな対応を規定したも

のである。指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指

定夜間対応型訪問介護の提供により事故が発生した場合には、市

町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者

等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととすると

ともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならないこととしたものである。また、利用者に対

する指定夜間対応型訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならないことと

したものである。なお、基準第四十条第二項の規定に基づき、事

故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、二年間
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保存しなければならない。このほか、以下の点に留意するものと

する。

① 利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供により事故が

発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定夜間対応

型訪問介護事業者が定めておくことが望ましいこと。

② 指定夜間対応型訪問介護事業者は、賠償すべき事態において

速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又

は賠償資力を有することが望ましいこと。

③ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、事故が生じた際にはその

原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。

(25) 会計の区分

基準第三十九条は、指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜

間対応型訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定夜

間対応型訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しな

ければならないこととしたものであるが、具体的な会計処理の方

法等については、別に通知するところによるものであること。

⑺ 地域との連携

基準第十六条は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係

る基準第三条の三十七第三項の規定と同趣旨であるため、第三の

一の４の(26)の③を参照されたい。

⑻ 準用

基準第十八条の規定により、基準第三条の七から第三条の二十

まで、第三条の二十五、第三条の二十六、第三条の三十一から第

三条の三十六まで、第三条の三十八及び第三条の三十九の規定は、

指定夜間対応型訪問介護の事業について準用されるため、第三の

一の４の⑴の①、⑵から⒀まで、⒄、(22)から(25)まで、(27)及び(28)を

参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとする。

① 基準第三条の二十五中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、基準第三条の十二中

「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業

者（オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪

問介護員等）」と読み替えられること。

② 準用される基準第三条の七については、特にオペレーション

センターを設置しない指定夜間対応型訪問介護事業者は、オペ

レーションセンターを設置しない場合のオペレーションサービ
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スの実施方法について十分な説明を行わなければならないこと。

また、随時訪問サービスを他の指定訪問介護事業所の訪問介護

員等に行わせる場合については、その旨について十分な説明を

行わなければならないこと。

③ 準用される基準第三条の十三については、第三の一の４の⑹

において、「利用者の在宅生活の継続のための総合的な支援を、

日々の定期巡回サービス等の実施により継続的に把握される利

用者の心身の状況に応じて柔軟に行うサービスであることから、

その他の介護保険サービスの利用を含めた利用者の地域での生

活全般のマネジメントを行う」とあるのは「指定夜間対応型訪

問介護の随時訪問サービスは、利用者からの通報により随時に

提供されるサービスであることから、給付管理を行う」と読み

替えること。

二 認知症対応型通所介護 三 認知症対応型通所介護

１ （略） １ （略）

２ 人員及び設備に関する基準 ２ 人員及び設備に関する基準

⑴ 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型 ⑴ 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型

通所介護 通所介護

①・② （略） ①・② （略）

③ 従業者の員数（基準第四十二条） ③ 従業者の員数（基準第四十二条）

イ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位とは、同 イ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位とは、同

時に、一体的に提供される単独型・併設型指定認知症対応型 時に、一体的に提供される単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護をいうものであることから、例えば、次のような場 通所介護をいうものであることから、例えば、次のような場

合は、二単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従 合は、二単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従

業者を確保する必要がある。 業者を確保する必要がある。

(イ) 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護が同時に一定 (イ) 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護が同時に一定

の距離を置いた二つの場所で行われ、これらのサービスの の距離を置いた二つの場所で行われ、これらのサービスの

提供が一体的に行われているといえない場合 提供が一体的に行われているといえない場合

(ロ) 午前と午後とで別の利用者に対して単独型・併設型指定 (ロ) 午前と午後とで別の利用者に対して単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護を提供する場合 認知症対応型通所介護を提供する場合

また、利用者ごとに策定した認知症対応型通所介護計画に

位置づけられた内容の認知症対応型通所介護が一体的に提供

されていると認められる場合は、同一単位で提供時間数の異

なる利用者に対して認知症対応型通所介護を行うことも可能

である。なお、同時一体的に行われているとは認められない


